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規程番号 1.3 

  

一般社団法人群馬大学工業会連合支部・支部組織規程（改訂４版） 

 

２０２１年 ４月 １日制定 

２０２２年 ５月２８日改正 

２０２３年 ５月２７日改正 

２０２６年 ３月２０日改正 

(目 的) 

第１条 この規程は、一般社団法人群馬大学工業会（以下「本会」という。）の活動の主

体である連合支部・支部の組織について必要な事項を定める。 

２ 連合支部・支部は、工業会理念と行動指針に則り、会員相互の親睦、交流、啓発、

支援その他会員に共通する利益と社会貢献を行うとともに、本会本部との連絡を密

にし、その目的遂行のため、関係事業に協力することを目的とする。 

(会 員) 

第２条 支部会員は、原則として、支部対象区域内に居住するか又は支部対象区域内に

勤務地が所在する本会正会員とする。ただし、本人の申出により登録された場

合は、当該支部の会員となることができる。 

(設 立) 

第３条 連合支部・支部を新たに設立しようとするときは、支部の名称、支部長名、対

象区域、会則等を速やか に本部事務局に連絡し、本会理事会の承認を得るもの

とする。 

(運 営) 

第４条 連合支部長・支部長以外の支部役員の選任・人数・職務分掌及びその他支部運

営に必要な事項は、各支部が独自に定めるものとする。 

  （支部役員の名称は、副連合支部長、副支部長、常任幹事、幹事、事務局長、会

計、書記、監事、顧問等が望ましい。） 

２ 支部役員の任期は、原則として２年とし、再任を妨げない。ただし、役員が第２条

に規定する会員の要件を失ったときは退任となる。 

３ 連合支部・支部の運営に当たっては、連合支部総会又は支部総会を最高の意思決定

機関とする。 

４ 連合支部・支部活動を主管する役員会は、必要に応じて、連合支部長又は支部長が 

招集し、その議長を務める。 

５ 連合支部総会又は支部総会は、原則として、年１回開催するものとし、支部長が議 

長を務める。ただし、支部長不在の場合は、総会参加者の互選により議長を選任す 

る。 



６ 前項の総会は、前年度事業報告・決算報告、当該年度事業計画・事業予算、役員の

選任、会則等の制定・改廃、支部会費の改定、その他必要な事項を審議する。 

７  議事は、出席者の過半数をもって議決する。ただし、可否同数のときは、議長の決 

するところによる。 

８ 連合支部又は支部は、事業年度ごとに本部事務局に活動状況を報告するものとする。 

９ 連合支部長又は支部長が交代した場合は、速やかにその氏名、連絡先（事務局変更 

を含む）等の必要事項を理事長(本部事務局)に報告するものとする。（報告様式は 

別紙１による。） 

(年 度) 

第５条 連合支部・支部の事業年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

(連合支部・支部活性化支援費交付) 

第６条 連合支部・支部の活性化を図ることを目的として、次項に掲げる支援費を連合 

支部若しくは支部からの申請(申請書は別紙２「連合支部・支部活性化支援費 

申請様式」に基づき、年度ごとに１回に限り交付することができる。 

２ 支援費交付額は、次のとおり所定額を支給する。 

 連合支部、支部のいずれも、１支部当たり 50,000 円とする。 

３ 交付申請及び交付方法 

① 連合支部(群馬県連合支部を除く)及び当該連合支部傘下の支部の場合：傘下の

支部分を含め一括申請し、交付は連合支部に一括で交付する。 

② 群馬県連合支部傘下の支部及び連合支部の傘下にない支部の場合：それぞれの

支部が申請し、当該支部に交付する。 

４ 支援費の交付を受けた連合支部若しくは支部は、交付対象年度の終了後１か月以 

内に、次に記載する書類を添付した「事業完了報告書」(別紙３)を提出しなけれ 

ばならない。 

  ① 連合支部及び／若しくは支部の事業報告書(書式・様式は任意) 

② 連合支部及び／若しくは支部の収支決算書(書式・様式は任意) 

③ 連合支部及び／若しくは支部の会計監査報告書の写し。 

５ 前項の「事業完了報告書」の提出が無き連合支部及び支部については、次年度以 

降支援費は交付しない。 

６ 支援費の交付を受けた連合支部名及び支部名は、本会ホームページ上に掲載す

る。 

(支部総会開催祝金) 

第７条 支部総会を開催した連合支部若しくは支部に「支部総会開催祝金」30,000 円

を給付する。 

２ 祝金の支給要件は、総会開催が決定した時点で、総会案内状を本部に送付する。 

(その他) 



第８条 連合支部・支部が会則を作成する際はこの本規程に従い行う。 

２ 既存の会則がある連合支部・支部においても、前項の規定に従い行う。 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、本会理事会の議を経て、理事長が行う。 

（雑 則） 

第 10条 この規程に定めるもののほか、連合支部・支部組織に関して必要な事項は、 

本会理事会が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、２０２１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この規程は、２０２２年 ５月２８日から施行する。 

附 則 

この規程は、２０２３年 ５月２７日から施行する。 

附 則 

この規程は、２０２６年 ３月２０日から施行する。 



 

規程番号 1.3-2 

                      連合支部・支部組織規程（改訂４版）の (別紙１) 

 

連合支部長・支部長の交代報告書                   

 

                                年  月  日 

 

 

 

  一般社団法人群馬大学工業会 

  理事長         様 

 

 

報告者 所属       連合支部・支部 

職氏名   

 

 

 

 一般社団法人群馬大学工業会連合支部・支部組織規程第４条第１０項の規定に基づき，

下記とおり(連合支部長又は支部長)の交代を報告します。 

 

記 

 

交 代 役 職 名        

交 代 年 月 日        

氏名(ふりがな) 

卒 年 ・ 学 科        

郵便番号・住所 

電話(固定電話) 

電話(携帯電話) 

メールアドレス 

     

 



 

規程番号 1.3-3 

連合支部・支部組織規程（改訂４版）の（別紙２） 

 

                       （西暦）    年  月  日 

 

一般社団法人群馬大学工業会 

理事長           様 

 

                           一般社団法人群馬大学工業会 

連合支部・支部長 

 

                            

支援費交付申請書 

 

〇〇年度の連合支部・支部活性化支援費の交付を受けたいので、申請します。 

 

記 

 

 支援費の交付を申請する支部名 

    １．連合支部           

    ２．支部             

                       

                       

                       

                       

 

    交付を申請する支部数 合計     

 

 

注１：2025年以前の当該支援費交付申請書に添付していた事業計画書、収支予算書の添付は不要 

注２：支援費の使途は問わない。（連合支部、支部の裁量に一任） 

注３：支援費の交付を受けた連合支部名及び支部名は、ホ―ムページ上に掲載する。 

 

 



 

規程番号 1.3-4                  

連合支部・支部組織規程（改訂４版）の（別紙３） 

 

（西暦）   年  月  日 

 

一般社団法人群馬大学工業会 

理事長         様 

 

申請者 所属支部、職・氏名 

         連合支部・支部 

 

                                           

 

 

事 業 完 了 報 告 書 

 

 

  

１．予 算 額       円（前年度からの繰越金を含む収入合計金額。） 

  

  

  

  

２．支 出 額     円（次年度への繰越金を含む。） 

  

  

  

  

  

  

（注）１．予算額及び２．支出額は、収支決算の合計金額と揃える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事 業 報 告 書 

 

        支部 

１．開始年月日： （西暦）       年４月  １日 

２．終了年月日： （西暦）       年３月３１日 

３．事業の概要： 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他事業報告に必要な事項 

 

    

 

５．添付書類 

   収支決算書 

   会計監査報告書                                   

    



 

収 支 決 算 書 

        支部 

〔収入〕               〔支出〕 

項  目 金  額（円） 項   目 金  額（円） 

前年度からの繰越金    

活性化支援金    

    

    

  次年度への繰越金  

合  計  合  計  

 

（注） 

・収支については、支部全体の予算額と支出額を明記する。 

・収入には、前年度からの繰越金を、支出には、次年度への繰越金を、それぞれ含むこととする。 

・各支部で使用している既定の様式でも可とする。 
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規程番号 1.6                                                  

 

一般社団法人群馬大学工業会監事監査規程 

 

２０２１年４月１日制定  

 

（監査の目的） 

第１条 一般社団法人群馬大学工業会（以下「本会」という。）における監事が行う監査は、本会

の会計経理の適正を期するとともに、業務運営の合理性及び効率性を確保することを目的とする。 

（監査の方法） 

第２条 監査は、書面監査又は実地監査とする。 

（1）書面監査は、会計諸帳簿、契約書その他所要の書類について行う。 

（2）監事が実地監査を必要と認めたときは、一般社団法人群馬大学工業会定款第４条（目的）次 

項に規定する事業の現場について行う。 

２  定時社員総会に提出する事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書等は、あらかじめ監

事の監査を受けなければならない。 

（監査事項） 

第３条 監査は、次の各号に掲げる事項について行う。 

（1）関係法令及び本会諸規程の運用に関すること。 

（2）業務運営の合理化及び事務能率の向上に関すること。 

（3）事業計画、収支予算及び資金計画の執行に関すること。 

（4）資産の取得、管理及び処分に関すること。 

（5）収入金及び支出金の取扱いに関すること。 

（6）事業報告及び財務諸表に関すること。 

（7）その他必要な事項  

（監査の補佐） 

第４条 監事は、監査の実施に当たり、職員に事務を補助させることができる。 

（監査への協力） 

第５条 被監査関係者は、監査の遂行に協力しなければならない。 

（監査報告） 

第６条 監事は、監査結果を文書をもって理事長に報告する。 

２ 監事は、監査結果について改善を要すると認めた事項がある場合は、書面にて理事長に意見を

具申する。 

（会議への出席） 

第７条 監事は理事会、その他重要な会議に出席して意見を述べることができる。 

２  会議を主管する事務局は、業務に関する重要な会議について、事前に議題、日時、開催場所等

を監事に連絡する。 

（事故等の報告） 

第８条  業務上の事故又は異例な事態が生じたときは、関係責任者は直ちに文書をもって監事に報

告しなければならない。 
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（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、本会理事会の議を経て、理事長が行う。 

（雑 則） 

第10条 この規程に定めるもののほか、監事監査に関して必要な事項は、本会理事会が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、２０２１年４月１日から施行する。 
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規程番号 1.7 

一般社団法人群馬大学工業会代議員選挙管理規程＜改訂（２版）＞ 

 （目 的） 

第１条 本規程は、一般社団法人群馬大学工業会(以下「本会」という。)代議員の選挙(以 

 下「本選挙」という。)について、一般社団法人群馬大学工業会定款第８条の規定に基づ 

き、本選挙の実施に当たり必要な事項を定める。 

 （選挙管理委員） 

第２条 理事長は、本選挙を公正かつ円滑に推進するため、選挙実施年度の８月末までに 

 本会代議員選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員として、役員、代議員を除 

 く正会員中から３名を委嘱する。 

２ 理事長は、委員の委嘱後は、可及的速やかに委員会を開催し、選挙管理委員の互選で 

 選挙管理委員長(以下「委員長」という。)１名を選出する。 

３ 委員会は、選挙年度の選挙日程を決定し、ホームページ等において公示する。 

４ 委員会は、代議員選挙実施年度に発行される「工業会報」に、代議員選挙実施通知（告 

示）を掲載する。 

５ 委員会は、投票期間及び支部ごとに候補者名と第５条に規定する代議員補欠者名をホ 

ームページで公示する。 

６ 委員会は、投票用紙の管理を行う。 

７ 委員会は、選挙の結果を速やかに理事長に報告する。 

８ 委員会は、当選者の確定後直ちに本人に当選の告示を行う。 

９ 理事長は、会員に対し選挙結果を告示するため、会報及びホームページに当選した 

 代議員名と代議員補欠者名を掲載する。 

 （選挙区及び選挙事務） 

第３条 本選挙の選挙区は、本会の組織規程及び連合支部・支部組織規程に規定する支部 

 (連合支部、海外支部及び大学支部を除く。以下同じ。)を選挙区とし、代議員の選出は 

支部ごとに行う。 

２ 委員会の事務所は、本部事務局に置き、事務局は、委員長の指示に基づき選挙事務を 

  行う。
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 （代議員の定数） 

第４条 各選挙区の代議員の定数は、選挙実施年度の８月末日現在の正会員名簿に住所が 

記載されている正会員数の数を基に別途定め、代議員選挙実施通知（告示）に掲載する。 

 （代議員及び代議員補欠者） 

第５条 代議員候補者は、自身の代議員補欠者を指名し、当該補欠者と対で立候補しなけ 

 ればならない。 

２ 代議員補欠者は、対とする代議員が辞任した場合、その後任補充として、当該選挙区 

 の代議員となる。この場合において、代議員としての任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 代議員補欠者は、複数の代議員候補者の補欠候補者となることはできない。 

４ 代議員又は代議員補欠者が、選出された支部以外に異動したときにはその資格を 

失う。この場合において、後任補充は行わない。 

 （選挙権） 

第６条 代議員の選挙権者は、選挙実施年度の８月末日現在で正会員名簿に現住所が記載 

されている正会員とし、一人一票の選挙権を持つ。 

 （被選挙権） 

第７条 選挙実施年度の８月末日現在で正会員名簿に現住所が記載されている会員は、代 

議員に立候補することができる。 

２ 代議員は、再任を妨げない。 

 （所属選挙区） 

第８条 選挙人及び被選挙人の所属選挙区は、選挙実施年度の８月末日現在の正会員名簿 

 に記載の住所に基づく支部を原則とするが、本人が実際に所属している支部名を、立候

補届出用紙もしくは投票用紙へ記載して委員会に申し出ることによって、選挙区を変更

することができる。 

２ 同一の選挙人及び被選挙人の所属選挙区は、複数の選挙区に跨ることは出来ない。 

 （候補者） 

第９条 代議員に立候補する者は、代議員選挙実施通知（告示）に記載された期限までに 

委員会に立候補を届け出るものとする。
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２ 立候補者は、委員会が指定する、群馬大学工業会代議員選挙管理委員会の印が印刷さ 

れた「立候補届出用紙」に必要事項を記入して、委員会に届け出る。 

３ 立候補届は、工業会報に綴込まれた「立候補届出用紙」、もしくは工業会ホームぺ 

ージからダウンロード印刷した「立候補届出用紙」を用いて行う。 

４ 立候補届に当たり、第２項記載の選挙管理員委員会の印が印刷されていない用紙で 

の届け出は受理されない。 

５ 第２項に規定する立候補者の届出がなかった選挙区においては、当該選挙区での代議 

 員の擁立を辞退したものとし、第４条に定める代議員定数は、その数を減じる。 

６．第 1 項に則して立候補を届け出た者の人数が、第４条に従って定めた当該選挙区の代 

議員定数以下の人数であった場合、その立候補届出者は無投票で代議員に当選したもの 

とする。 

７．前項に記載の当選者名は、第２条第３項に定める支部ごとの立候補者名と代議員補欠 

者名の工業会ホームページでの公示に当たり、既に無投票で当選したもの者として記載 

する。 

 （選挙の方法） 

第１０条 代議員及び代議員補欠者の選出は、投票により行う。 

２ 委員会は、立候補者ならびに代議員補欠立候補者の、所属選挙区、氏名、卒業又は修 

了の年、卒業又は修了の学科、専攻等を記載した名簿を作成し、ホームページで公示す 

る。 

３ 投票は、選挙区ごとの選挙人が、自身の所属する選挙区内の立候補者の中の信任者の 

 氏名を、群馬大学工業会代議員選挙管理委員会の印が印刷された「投票用紙」に記入し、 

 委員会に提出する。 

４ 投票は、工業会報に綴込まれた「投票用紙」、もしくは工業会ホームぺージからダウ 

 ンロード印刷した「投票用紙」を用いて行う。 

５ 投票に当たり、第３項記載の選挙管理委員会の印が印刷されていない用紙での投票は 

無効票とする。 

６ 信任票数が多い者を、その選挙区の代議員の当選者とする。
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７ 代議員及び代議員補欠者の当選者を決定するに当たり、信任票数が同数であるときは、 

 選挙管理委員１名以上が立会うくじで定める。 

８ 委員会は、電磁的な選挙方法を選択することができる。 

 （代議員選挙の細部） 

第１１条 本規程に定めのない代議員選挙に関して必要な事項については、本会理事会の 

 議を経て、理事長が別に定める。 

 （規程の改廃） 

第１２条 本規程の改廃は、理事会の議を経て、理事長が行う。 

 

   附 則 

 この規程は、２０２５年９月１日から施行する。 

改訂履歴 

制定（初版）：２０２５年７月２９日 

改訂（２版）：２０２５年９月 １日 

 

 



No. 支　部　名 正会員数 代議員 代議員補欠 No. 支　部　名 正会員数 代議員 代議員補欠

1 北 海 道 101 1 1 31 川　　崎 107 1 1

2 奥　　羽 384 1 1 32 厚　　木 155 1 1

3 宮　　城 87 1 1 33 平　　塚 161 1 1

4 山　　形 90 1 1 34 新　　潟 265 1 1

5 福　　島 202 1 1 35 長　　野 444 1 1

6 渋　　川 793 1 1 36 山　　梨 98 1 1

7 高　　崎 1,774 2 2 37 静 岡 東 268 1 1

8 前　　橋 1,367 2 2 38 静 岡 中 150 1 1

9 伊 勢 崎 1,061 2 2 39 静 岡 西 167 1 1

10 桐　　生 1,397 2 2 40 愛　　知 306 1 1

11 太　　田 1,076 2 2 41 岐　　阜 90 1 1

12 館　　林 611 1 1 42 三　　重 73 1 1

13 足　　利 766 1 1 43 富　　山 123 1 1

14 佐　　野 374 1 1 44 石　　川 74 1 1

15 小　　山 553 1 1 45 福　　井 75 1 1

16 宇 都 宮 550 1 1 46 京　　滋 160 1 1

17 日　　立 195 1 1 47 大阪・神戸 299 1 1

18 水　　戸 48 奈　　良 42 1 1

19 茨 城 南 190 1 1 49 和 歌 山 28 1 1

20 行　　田 170 1 1 50 岡　　山 109 1 1

21 熊　　谷 746 1 1 51 広　　島 77 1 1

22 さいたま 797 1 1 52 山　　口 24 1 1

23 川　　越 260 1 1 53 四　　国 83 1 1

24 秩　　父 71 1 1 54 福　　岡 37 1 1

25 千　　葉　　県 571 1 1 55 西 九 州 38 1 1

26 東京繊維生物化学 75 1 1 56 南 九 州 105 1 1

27 東京化学材料 309 1 1 57 沖　　縄 25 1 1

28 東京機械建設 187 1 1 小 計 3,583 27 27

29 東京電気電子情報 236 1 1 合 計 18,928 61 61

30 横　　浜 352 1 1

小 計 15,345 34 34

6月の集計で外していた工業会報会報辞退者を加えた（722名）

9月5日付水戸支部の日立支部への移籍数を反映させた（93名）

付表１

支部選出代議員(代議員補欠)数一覧

(2025.8.31現在)
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